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表紙*電子提供措置・アクセス通知用*

第39回
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知
日 時 2023年12月15日（金曜日）午前10時

受付開始：午前9時

場 所 東京都港区浜松町二丁目3番1号
浜松町コンベンションホール　メインホール
（日本生命浜松町クレアタワー　5階）

　

シミックホールディングス株式会社
証券コード：2309

決議事項
第１号議案 取締役９名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
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株主の皆様へ

　株主の皆様には、日頃より格別のご支援を賜り、厚く
御礼申し上げます。

　当社グループは生命を支える事業に携わる企業とし
て、社会・経済環境が個人の生活観や価値観の変化、デ
ジタル化の進展等により大きく変化する中で、新たな挑
戦に取り組んでいます。個々人の健康価値を最大化する
事業モデルPHVC（Personal Health Value Creator）
を目指し、CRO（医薬品開発支援）を中心とした最先端
のサイエンスによる疾病の治療に貢献するため、スピー
ド感ある経営を行ってまいります。

　グループの企業理念CMIC’S CREEDでは「一度しかな
い人生を年齢や性別、人種に関わらず、誰もがその人ら
しくまっとうしていくために、ヘルスケア分野に革新を
もたらす」という決意を掲げています。このCMIC’S 
CREEDに基づく事業活動を通して、グループの経営基盤
の強化と飛躍を図り、中長期的にサステナブルな社会と
企業価値向上を目指します。

　株主の皆様のご支援に対しまして、当期の期末配当金
を1株当たり45円とさせて頂きます。既に実施した中間
配当（1株当たり5円）と合わせて、年間の配当額は1株
当たり50円（配当性向12.0％）となります。

　新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢の長期化
等による厳しい医療環境の下、現場で治療にご尽力いた
だいている医療関係者の方々に、改めて感謝を申し上げ
るとともに、コロナに罹患され、後遺症に悩まれている
方々に心からお見舞い申し上げます。

代表取締役CEO

中村 和男

株主の皆様へ

－ 1 －



2023/11/16 9:35:14 / 23031161_シミックホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

招集ご通知

株 主 各 位 証券コード  2309
2023年11月30日

(電子提供措置の開始日：2023年11月22日)
東京都港区芝浦一丁目1番1号

シミックホールディングス株式会社
代表取締役CEO 中村　和男

当社ウェブ
サイト https://www.cmicgroup.com/ir/shareholdersmeeting

東証ウェブ
サイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

掲載ウェブ
サイト https://d.sokai.jp/2309/teiji/

第39回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第39回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

電子提供措置事項は、当社ウェブサイトおよび各ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認くださ
い。

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「シミックホールディングス」又は「コー
ド」に当社証券コード「2309」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年12月14日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行
使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具

－ 2 －
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招集ご通知

１．日時 2023年12月15日（金曜日）午前10時
２．場所 東京都港区浜松町二丁目3番1号

浜松町コンベンションホール　メインホール
（日本生命浜松町クレアタワー　5階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項
　　報告事項 １．第39期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

２．第39期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告
の件

　　決議事項
第１号議案　取締役９名選任の件
第２号議案　監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の

表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有

効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として

株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となります
のでご了承ください。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び
各ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送
りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項
を除いております。

　　①連結計算書類の「連結注記表」
　　②計算書類の「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会

計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部でありま
す。

記

以　上

－ 3 －
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議決権行使等についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案に対
する賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年12月15日（金曜日）
午前10時

2023年12月14日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

2023年12月14日（木曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。
第1号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第2号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 4 －
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議決権行使等についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く9：00～21：00）

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
パソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記
載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※  QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向け

サイトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 5 －
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事前質問についてのご案内

事前質問の受付と株主総会のオンデマンド配信のご案内

　株主の皆様からの、第39回定時株主総会への事前の質問を受け付けいたします。株主の皆様の関心が高いと思わ
れる事項につきましては、当日議場の質疑応答の時間に取り上げさせていただく予定ですが、個別のご回答はいたし
かねますので、予めご了承ください。
　ご質問を希望される株主様は、下記のメールアドレスに「お名前」「株主番号」をご記入いただき、お送りくださ
い。
　また、株主総会当日の模様をご視聴いただけるよう、総会日翌営業日より、一定期間、当社ウェブサイトにてオン
デマンド配信を行います。ご視聴方法は以下をご覧ください。

【事前質問について】

●受　付　期　間：2023年12月12日（火）17時まで
●必　要　事　項：お名前、議決権行使書用紙に記載された株主番号
●メールアドレス：39chd_soukai-jimu@cmic.co.jp
※ご質問は、本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
※全てのご質問にお答えできるわけではございませんので、予めご了承ください。
※ご質問いただきました株主様のお名前は公表いたしません。

【オンデマンド配信について】

●公　開　期　間：2023年12月18日（月）～ 2024年1月18日（木）まで
●視　聴　方　法：当社ウェブサイト「株主総会」のページにてご視聴いただけます。
　　　　　　　　　https://www.cmicgroup.com/ir/shareholdersmeeting

　※事情によりオンデマンド配信ができなくなった場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
　※本株主総会では、会場内で撮影があり、可能な範囲においてご来場の株主様の容姿が撮影されないように配慮い
　　たしますが、会場都合等により撮影されてしまう可能性がございますので、予めご了承ください。
　※ご使用のパソコン等の端末及びインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、正常にご視聴いただけ
　　ない場合がございます。
　※ご視聴いただくための各種通信費用は、株主様のご負担となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

－ 6 －
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取締役選任議案

第1号議案 取締役9名選任の件

候補者番号 氏　　名 現在の当社における地位 候補者属性

1
なか

中
 

 
 

　
 

 
むら

村
 

 
 

　
 

 
かず

和
 

 
 

　
 

 
お

男 代表取締役会長CEO 再　任
　

2
おお

大
 

 
 

　
 

 
いし

石
 

 
 

　
 

 
けい

圭
 

 
 

　
 

 
こ

子 代表取締役社長COO 再　任
　

3
 

 
まつ

松
 

 　
 

 
かわ

川　 
 

　
 

 
 

　
 まこと 

 誠 取締役副社長 再　任
　

4
 

 
もち

望
 

 
 

　
 

 
づき

月
 

 　 
 

　
 

 
 

　
 わたる 

 渉 取締役CFO 再　任
　

5
み

三
 

 
 

　
 

 
たけ

嶽
 

 
 

　
 

 
あき

秋 
 

　
 

 
ひさ

久 取締役 再　任
　

6
 

 
いわ

岩
 

 
 

　
 

 
さき

﨑
 

 
 

　 　
 

 
 

　
 まさる 

 甫 社外取締役 再　任 社　外 独　立
　

7
 

 
から

唐
 

 
 

　
 

 
さわ

澤
 

 
 

　 　
 

 
 

　
 たけし 

 剛 社外取締役 再　任 社　外 独　立
　

8
G r e g g

グレッグ・
L i n d s t r o m

リンドストローム・
M a y e r

メイヤー 社外取締役 再　任 社　外 独　立
　

9
 

 
おお

太
 

 
 

　
 

 
た

田
 

 　 
 

　
 

 
 

　
 まさる 

 将 社外取締役 再　任 社　外 独　立
　

（注）大石圭子氏の戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

株主総会参考書類

　取締役全員（10名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の変更
及び意思決定の迅速化を図るため1名減員し取締役9名（うち社外取締役4名）の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 1 再　任

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

565,620株 12／12回 (100％)　

な か

中
む ら

村
 

　
か ず

和
お

男
（1946年12月17日生）

    1969年    4月 三共株式会社(現　第一三共株式会社)　入社
    1992年    3月 当社代表取締役社長　就任
    2003年    10月 当社代表取締役会長兼社長CEO　就任
    2013年    12月 当社代表取締役会長兼社長執行役員CEO　就任
    2018年    4月 当社代表取締役会長執行役員CEO　就任
    2021年    4月 当社代表取締役会長CEO　就任（現任）

2021年10月 当社Healthcare Revolution事業統括　就任
2022年10月 当社Healthcare Revolution事業担当　就任
2023年10月 当社CRO事業　創薬支援事業担当　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

【取締役候補者とした理由】
　中村和男氏は、大手製薬企業において研究開発に従事した後、当社を創業しリーディングカン
パニーに導いた優れた経営執行能力を有しております。引き続き経営の意思決定と監督の遂行を
期待し、取締役候補者といたしました。

候補者
番　号 2 再　任

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

154,000株 11／12回 (92％)　

お お

大
い し

石
 

　
け い

圭
こ

子
（1957年1月3日生）

(戸籍上の氏名：中村 圭子)

    1982年    4月 日経マグロウヒル社（現　日経BP社）　入社
    1989年    10月 ジェネンテック株式会社　入社
    1996年    1月 当社入社
    2000年    7月 当社取締役　就任
    2004年    10月 当社取締役副社長　就任
    2010年    12月 当社代表取締役　就任
    2011年    4月 当社代表取締役執行役員　国際事業担当　就任
    2013年    12月 当社代表取締役副社長執行役員　国際事業開発本部長　就任
    2016年    10月 当社代表取締役副社長執行役員　CRO事業CEO　国際事業推進本部長　就任
    2018年    4月 当社代表取締役社長執行役員COO　Business Development & Marketing統括　就任
    2021年    4月 当社代表取締役社長COO兼CHO　Business Development & Marketing統括　就任
    2021年    10月 当社代表取締役社長COO兼CRO事業統括　就任

2022年10月 当社代表取締役社長COO兼CRO事業担当　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

（重要な兼職の状況）
シミック株式会社　代表取締役会長

【取締役候補者とした理由】
　大石圭子氏は、国際的な企業での豊富な経験を通じ、創業時より当社のシニアマネジメントの
一員として経営にあたっており、優れた経営執行能力を有しております。社長就任後は特に「グ
ローバル化」及び「グローバル化に向けた人財育成」に取り組んでおります。引き続き経営の意
思決定と監督の遂行を期待し、取締役候補者といたしました。

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 3 再　任

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

3,640株 12／12回 (100％)　

ま つ

松
か わ

川
 

　
まこと

誠
（1960年3月30日生）

    1984年    4月 株式会社秋山愛生館（現　株式会社スズケン）　入社
    1989年    10月 バクスター株式会社　入社
    1999年    6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社　入社
    2007年    4月 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現　IQVIAサービシ

ーズジャパン株式会社）　入社
    2012年    1月 当社入社　執行役員　経営企画・IPD担当　就任
    2012年    12月 当社取締役執行役員　IPDカンパニー長　就任
    2015年    5月 当社専務執行役員　事業開発担当　就任
    2016年    10月 当社専務執行役員　事業開発担当　CDMO事業CEO　就任
    2016年    12月 当社取締役　就任
    2018年    4月 当社取締役専務執行役員　CDMO統括、CSO統括　就任
    2018年    11月 当社取締役専務執行役員　CDMO統括　就任
    2021年    4月 当社取締役CVO　CDMO事業統括　就任

2022年10月 当社取締役副社長（コーポレートディベロップメント担当）　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

（重要な兼職の状況）
シミックCMO株式会社　代表取締役CEO

【取締役候補者とした理由】
　松川誠氏は、製薬企業のみならず大手サービス業など異業種での事業立ち上げ、マネジメント
経験も有しており、当社のグローバル化及び戦略的な事業開発を推進しております。引き続き経
営の意思決定と監督の遂行を期待し、取締役候補者といたしました。

候補者
番　号 4 再　任

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

5,500株 12／12回 (100％)　

も ち

望
づ き

月
 

　
わたる

渉
（1961年12月10日生）

    1985年    4月 日本油脂株式会社（現　日油株式会社）　入社
    1997年    1月 アライドテレシスホールディングス株式会社　入社
    2005年    8月 当社入社
    2010年    10月 当社執行役員　内部統制・情報開示・財務経理担当　就任
    2010年    12月 当社取締役　就任
    2012年    10月 当社取締役執行役員CFO　内部統制・情報開示担当　就任
    2013年    10月 当社取締役常務執行役員CFO　財務法務部門・内部統制・情報開示担当　就任
    2015年    5月 当社取締役専務執行役員CFO　内部統制・情報開示担当　就任
    2018年    4月 当社取締役専務執行役員CFO　管理・支援ユニット統括　就任
    2021年    4月 当社取締役CFO　グループ情報開示・内部統制責任者　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

【取締役候補者とした理由】
　望月渉氏は、管理部門における豊富な知見と経験を通じ、優れた経営執行能力を有しておりま
す。引き続き経営の意思決定と監督の遂行を期待し、取締役候補者といたしました。

－ 9 －
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候補者
番　号 5 再　任

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

26,540株 10／10回 (100％)　

み

三
た け

嶽
 

　
あ き

秋
ひ さ

久
（1963年10月24日生）

1986年    4月 抗体化成工業株式会社（現　大鵬薬品工業株式会社）　入社
1993年  7月 当社　入社
2008年  4月 CMIC Korea Co.,Ltd.　理事副社長　就任
2009年11月 当社執行役員　ビジネスデベロップメント本部長　就任
2014年10月 株式会社シミックバイオリサーチセンター（現　シミックファーマサイエンス株

式会社）代表取締役社長執行役員　就任
2015年  5月 当社常務執行役員　就任
2016年10月 サイトサポート・インスティテュート株式会社（現　シミックヘルスケア・イン

スティテュート株式会社）　代表取締役社長執行役員　就任
2017年12月 当社取締役専務執行役員　就任
2022年10月 当社CRO事業担当（Clinical CRO事業担当）　就任（現任）
　　　　　　 シミック株式会社　代表取締役社長執行役員　就任（現任）
2022年12月 当社取締役　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

（重要な兼職の状況）
シミック株式会社　代表取締役社長執行役員

【取締役候補者とした理由】
　三嶽秋久氏は、製薬会社での開発経験を通じ、当社創業初期から長年にわたり数々の役職に従
事。2008年以降は、当社子会社の要職を歴任し、各担当事業を継続的に成長させてきました。
その豊富な当社ビジネスに関する経験、実績に基づいた経営の意思決定と監督の遂行を期待し、
引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番　号 6 再　任 社　外 独　立

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

－ 11／12回 (92％)　

い わ

岩
さ き

﨑
 

　
まさる

甫
（1947年5月3日生）

    1973年    12月 東京大学医学部附属病院第2外科　入局
    1983年    4月 山梨医科大学医学部第2外科　入局
    1993年    4月 ヘキスト・ジャパン株式会社（現　サノフィ株式会社）　入社
    2005年    1月 グラクソ・スミスクライン株式会社　入社
    2011年    9月 国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座　特任教授
    2014年    9月 国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座　特任教授（現任）
    2015年    4月 国立大学法人山梨大学　副学長（現任）
    2016年    12月 当社社外取締役　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

（重要な兼職の状況）
国立大学法人山梨大学　副学長
国立研究開発法人日本医療研究開発機構　プログラムディレクター
順天堂大学医学部　客員教授

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　岩﨑甫氏は、オンコロジー領域での臨床医の経験の後、大手製薬企業において製品戦略の立案
から製品開発まで要職を歴任した経験と実績を有しております。2016年12月以降、医薬・ヘル
スケアの専門的な立場から、当社の経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただ
いております。引き続き当社の経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役候補者と
いたしました。

－ 10 －
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候補者
番　号 7 再　任 社　外 独　立

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

－ 12／12回 (100％)　

か ら

唐
さ わ

澤
 

　
たけし

剛
（1956年8月29日生）

    1980年    4月 厚生省（現　厚生労働省）　入省
    2000年    7月 同省大臣官房総務課　広報室長　就任
    2004年    7月 同省保険局　国民健康保険課長・総務課長　就任
    2009年    7月 同省大臣官房審議官（医療保険・医政・医療介護連携担当）　就任
    2012年    9月 同省政策統括官（社会保障担当）　就任
    2014年    7月 同省保険局長　就任
    2016年    6月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局　地方創生統括官　就任
    2016年    8月 内閣官房　退官
    2018年    12月 当社社外取締役　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

（重要な兼職の状況）
社会福祉法人サン・ビジョン　理事長
株式会社バリューHR　社外取締役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　唐澤剛氏は、行政にて医療介護政策及び社会保障制度全般に関する豊富な実績と高度な専門知
識を有しております。2018年12月以降、独立した立場から、当社の経営に対し、社外取締役と
して重要な役割を果たしていただいております。また、指名評価報酬委員会の委員長として当社
の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、積極的に意見を述べ、客観的・中立的立場で貢
献いただいております。引き続き当社の事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと
期待し、社外取締役候補者といたしました。

候補者
番　号 8 再　任 社　外 独　立

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

－ 11／12回 (92％)　

G r e g g

グレッグ
 

・
L i n d s t r o m

リンドストローム
 

・
M a y e r

メイヤー
（1958年8月15日生）

    1981年    6月 BERKELEY ANTIBODY COMPANY, INC. 　Co-Founder and Partner　就任
    1983年    4月 BERKELEY ANTIBODY COMPANY, INC. 　President and Director　就任
    1986年    1月 VIVIGEN, INC.　入社
    1988年    1月 VIVIGEN, INC.　President　就任
    1993年    3月 MCKINSEY & COMPANY.　入社
    1994年    6月 UNM RAINFOREST INNOVATIONS　Director　就任（現任）
    1995年    2月 GREGG L. MAYER & COMPANY, INC.　President & CEO　就任（現任）
    1996年    9月 KAISER PERMANENTE INTERNATIONAL　Director　就任

2005年    1月 DISEASE MANAGEMENT ASSOCIATION OF JAPAN　Director　就任
2021年12月 当社社外取締役　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

  (重要な兼職の状況）
Population Health Research Committee ASIA PACIFIC SOCIETY FOR HEALTH SUPPORT SCIENCES　Co-Chair

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏は製薬、医療機器、バイオテクノロジー、ヘルスケ
ア業界における疾病管理、事業開発等の豊富な経験と専門知識を有しております。また、日本の
医療行政についても精通しており、引き続き当社のグローバル戦略・推進についての有益な助言
をいただけるものと期待し、社外取締役候補者としました。

－ 11 －
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候補者
番　号 9 再　任 社　外 独　立

　
所有する当社の株式の数 取締役会への出席状況

－ 8／10回 (80％)　

お お

太
た

田　
まさる

将
（1966年6月8日生）

1991年    10月 青山監査法人（現　PwCあらた有限責任監査法人）　入所
1997年  3月 PwCコンサルティング株式会社（現　日本アイ・ビー・エム株式会社）入社
1999年    10月 中央青山監査法人　入所
2001年  3月 三和キャピタル株式会社（現　三菱UFJキャピタル株式会社）入社
2002年12月 フェニックス・キャピタル株式会社　入社
2003年  3月 同社　取締役　就任
2006年  4月 株式会社アセントパートナーズ　代表取締役　就任（現任）
2015年  6月 株式会社モリタホールディングス　社外監査役　就任（現任）
2017年  6月 ウェルス・マネジメント株式会社　社外監査役　就任
2019年12月 当社　社外監査役　就任
2022年  6月 ウェルス・マネジメント株式会社　社外取締役　監査等委員　就任（現任）
2022年12月 当社　社外取締役　就任（現任）

【略歴、当社における地位及び担当】

（重要な兼職の状況）
株式会社アセントパートナーズ　代表取締役
株式会社モリタホールディングス　社外監査役
ウェルス・マネジメント株式会社　社外取締役　監査等委員

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　太田将氏は公認会計士・コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しております。また、
指名評価報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、積極的に
意見を述べ、客観的・中立的立場で貢献いただいております。同氏の経験・知識から、当社の事
業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、引き続き社外取締役候補者といた
しました。

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 岩﨑甫氏、唐澤剛氏、グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏及び太田将氏は、社外取締役候補者であります。
3. 岩﨑甫氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって7年となります。
4. 唐澤剛氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって5年となります。
5. グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結

の時をもって2年となります。
6. 太田将氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって1年となります。
7. 当社は、岩﨑甫氏、唐澤剛氏、グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏、太田将氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同

法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任
限度額としております。各氏の重任が承認された場合、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

8. 当社は、岩﨑甫氏、唐澤剛氏、グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏、太田将氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け
出ております。各氏の重任が承認された場合は、当社は各氏を独立役員として届け出る予定であります。

9. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関して株
主や第三者から損害賠償を請求された場合において、当該損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしておりま
す。本議案が承認可決され、各氏が当社取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時
には、同内容での更新を予定しております。

－ 12 －



2023/11/16 9:35:14 / 23031161_シミックホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査役選任議案

第2号議案 監査役1名選任の件

再　任 社　外 独　立
　

所有する当社の株式の数 監査役会への出席状況
－ 11／12回 (92％)　

は た

畑
 

　
け い

敬
（1959年8月7日生）

1981年  10月 司法試験合格　入社
1984年    4月 弁護士登録　風間法律事務所（現　畑法律事務所）入所（現任）
2015年  12月 当社社外監査役　就任（現任）

【略歴、当社における地位】

（重要な兼職の状況）
 畑法律事務所　代表

【社外監査役候補者とした理由】
　畑敬氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と知見に基づき、引き続き当社における監
督の遂行を期待し、社外監査役候補者といたしました。

　監査役畑敬氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするもの
であります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 畑敬氏は、社外監査役候補者であります。
3. 畑敬氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
4. 当社は、畑敬氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。同氏の重任が承認された場合、当社は同氏との
間で当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、畑敬氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の重任が承認された場合は、当社は引き続き同氏
を独立役員として届け出る予定であります。

6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関して株
主や第三者から損害賠償を請求された場合において、当該損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしておりま
す。本議案が承認可決され、同氏が当社監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時
には、同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 13 －
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監査役選任議案

氏　　名 企業経営 財務・会計 法務・
リスクマネジメント 事業の知見 グローバル

ビジネス

取
締
役

中 村 和 男 ● ● ●
大 石 圭 子 ● ● ●
松 川 　 誠 ● ● ●
望 月 　 渉 ● ● ●
三 嶽 秋 久 ● ● ●
岩 﨑 　 甫 ● ● ●
唐 澤 　 剛 ● ● ●
グレッグ・リンドストローム・メイヤー ● ● ●
太 田 　 将 ● ● ●

監
査
役

戸 邊 隆 則 ● ●
畑 　 敬 ●
渡 邉 秀 俊 ● ●
箱 田 英 子 ● ● ●

《ご参考》
取締役・監査役のスキルマトリックス

（本株主総会において各取締役及び監査役候補者が選任された場合）

（注）上記一覧表は、各氏に特に期待される項目を3つまで記載しておりますので、各氏の有するすべての知見・経
         験を表すものではありません。

－ 14 －
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当事業年度の事業の状況

1 企業集団の現況に関する事項

添付書類
事業報告（2022年10月1日から2023年9月30日まで）

(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当社グループは、製薬企業のバリューチェーンを全面的に支援する独自の事業モデルPVC（Pharmaceutical
Value Creator）を持続的成長の基盤として、“個々人の健康価値を最大化”する事業モデルPHVC（Personal
Health Value Creator）への展開を目指しております。新規の創薬基盤技術による医薬品開発やデジタル化への
対応を強化するとともに、ヘルスケア分野へ事業領域を広げ、予防から診断、治療、予後に至る疾患のトータル
ケアの支援等を通じて、持続的成長に向けたグループ経営基盤の強化と飛躍を図っていく方針です。
　2021年11月策定の中期計画（FY2022-2025）では、①ヘルスケアビジネスの進展、②疾患予防・治療の研究
開発から販売まで総合的な支援の強化、③社会的有益性の高い事業を通じたサステナブルな社会への貢献、を重点
課題に掲げております。中期計画2年目となる2023年9月期は、各課題への施策を着実に進めてまいりました。

［売上高及び営業利益］

　 当連結会計年度においては、中期計画の重点課題への取組みとして、医療・ヘルスケア分野におけるDX　
Solutionの促進と、デジタル・人財の両面から地域社会を支える自治体向けビジネスソリューションの提供、製薬
企業及びバイオベンチャーの新規案件獲得に注力しました。また、当社グループの企業理念である「CMIC’S 
CREED」の実現につながる社員一人ひとりのバリュー：PBV（Personal Business Value）向上を目指し、経営
戦略と連動した人事施策に取り組みました。
　2023年4月にCDMO（医薬品製剤開発・製造支援）事業における株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携
解消と、大日本印刷株式会社（DNP）との戦略的事業提携契約の締結、それに伴うシミックCMOグループの異動
を決定し、第3四半期連結会計期間においてシミックCMO株式会社、CMIC CMO Korea Co., Ltd.及びCMIC 
CMO USA Corporation が連結子会社から持分法適用関連会社となりました。これによりCDMO事業の拡大成
長とともに、シミックグループがPVCモデル展開の戦略方針を維持しつつ、ヘルスケアビジネス創出に経営資源を
有効活用し、持続的な成長を図ってまいります。
ウクライナ情勢の長期化等により地政学的リスクが高まり、事業への影響が懸念される状況が続いております。当
連結会計年度において当社グループへの直接的に大きな影響は発生しておりませんが、エネルギー・原材料等の価
格や人件費が上昇していることから、価格動向や供給問題について引き続き注視し、事業への影響を最小限に留め
るよう取り組んでおります。

－ 15 －
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当事業年度の事業の状況

前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 増減率（％）
売上高 108,461 104,701 △3,759 △3.5

製薬ソリューション 78,188 78,060 △128 △0.2
ヘルスケアソリューション 31,007 27,922 △3,085 △10.0
調整額 △735 △1,281 △546 －

営業利益 11,845 10,267 △1,578 △13.3
製薬ソリューション 4,752 5,184 +432 +9.1
ヘルスケアソリューション 8,660 7,029 △1,630 △18.8
調整額 △1,566 △1,946 △379 －

経常利益 13,450 10,022 △3,427 △25.5
親会社株主に帰属する当期純利益 8,387 7,152 △1,234 △14.7

　当連結会計年度においては、製薬ソリューションセグメントのCRO事業やMarket Solutions事業が大幅に伸長
しました。一方、前連結会計年度から継続していた自治体向け大規模ワクチン接種案件の一時的な需要が新型コロ
ナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い減少したこと、シミックCMOグループが2023年6月30日をみなし譲渡
日として連結除外となった影響により、売上高104,701百万円（前連結会計年度比3.5％減）、営業利益は
10,267百万円（前連結会計年度比13.3％減）、経常利益10,022百万円（前連結会計年度比25.5％減）親会社株
主に帰属する当期純利益7,152百万円（前連結会計年度比14.7％減）と、前連結会計年度を下回りました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

営業利益　11,845百万円　
営業利益率　10.9％

ヘルスケアソリューション

28.4％

製薬ソリューション

71.6％

営業利益　10,267百万円　
営業利益率　9.8％

ヘルスケアソリューション

26.3％

製薬ソリューション

73.7％

FY2023

売上高
104,701百万円

FY2022

売上高
108,461百万円

－ 16 －
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当事業年度の事業の状況

＜製薬ソリューション＞

営業利益　4,752百万円　
営業利益率　6.1％

Market Solutions事業

17.3％

営業利益　5,184百万円　
営業利益率　6.6％

CDMO事業

31.5％

CRO事業

51.2％

Market Solutions事業

19.9％

CDMO事業

25.5％

CRO事業

54.6％

FY2023

売上高
78,060百万円

FY2022

売上高
78,188百万円

　製薬企業のバリューチェーンに対し、CRO（医薬品開発支援）事業、CDMO（医薬品製剤開発・製造支援）事
業、Market Solutions（医薬品営業支援、オーファンドラッグ等の開発・製造販売・流通）事業を通じてソリュ
ーションを提供するPVC（Pharmaceutical Value Creator）事業モデルを展開しています。

　売上高につきましては、シミックCMOグループが2023年6月30日をみなし譲渡日として連結除外となった影
響により78,060百万円（前連結会計年度比0.2％減）となりましたが、営業利益につきましては、主にCRO事業
の伸長により5,184百万円（前連結会計年度比9.1％増）となり、減収増益になりました。

CRO事業
・売上高は前期を上回る
・海外バイオベンチャーの日本進出や異業種のヘルスケア領域参入等の総合コンサルティング強化
・DX（Digital Transformation）推進やDTx（Digital Therapeutics）参入支援の増加
‐国立がん研究センター中央病院初の希少がんオンライン治験（フルリモートDecentralized Clinical
Trials）を支援
・次世代抗体医薬、核酸医薬、遺伝子治療薬、バイオマーカーなど、モダリティの多様化が進む先端領域の
有効性・安全性評価・分析案件増加

－ 17 －
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当事業年度の事業の状況

CDMO事業
・売上高はシミックCMOグループの連結除外による影響により、前期を下回る
・DNPグループとの事業連携
‐DNPの包装技術とシミックの製剤開発技術の掛け合わせによる付加価値型医薬品開発
‐DNPの医薬原薬のプロセス開発・製造から、シミックの製剤開発・製造に至る一貫体制の確立
・新型コロナウイルス感染症拡大やジェネリック品質問題の影響に対し、安定供給の確保に向けたニーズが
拡大
・エネルギー、原料、包装資材などの価格上昇による製造原価増加
・足利注射剤棟は順調に大型案件の生産・販売を開始
・米国の包装ライン稼働、新規案件獲得に注力

Market Solutions事業
・売上高は前期を上回る
・人員調整を進める製薬企業がアウトソーシングを加速し、MR派遣市場が拡大
・MR派遣業務の引き合いが順調で採用強化
・尿素サイクル異常症治療薬グリセロールフェニル酪酸（海外販売名Ravicti®）の日本国内第Ⅲ相臨床試験
開始とこれに伴う研究開発費の増加

－ 18 －
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当事業年度の事業の状況

＜ヘルスケアソリューション＞

営業利益　8,660百万円　
営業利益率　27.9％

Healthcare Revolution事業

59.4％

Site Support Solutions事業

40.6％

営業利益　7,029百万円　
営業利益率　25.2％

Healthcare Revolution事業

58.0％

Site Support Solutions事業

42.0％

FY2023

売上高
27,922百万円

FY2022

売上高
31,007百万円

　医療関連施設及び医療従事者等を総合的に支援するSite Support Solutions事業と、個人及び自治体等にヘルス
ケアの新たなエコシステムを用いたソリューションを提供するHealthcare Revolution事業で構成しております。

　売上高につきましては、前期から継続していた新型コロナウイルス感染症のワクチン開発及び接種支援業務に
加え、陽性者フォローアップや抗原検査キット販売等の自治体向け支援業務が、新型コロナウイルス感染症の5
類感染症移行に伴い減少したことにより27,922百万円（前連結会計年度比10.0％減）、営業利益につきましても
7,029百万円（前連結会計年度比18.8％減）と、減収減益になりました。

Site Support Solutions事業
・大型の新型コロナウイルス感染症ワクチン開発案件の減少により、売上高は前期を下回る
・堅調な受注獲得
・医療機関の治験事務局支援が拡大
・アカデミアとの連携拡充

－ 19 －
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Healthcare Revolution事業
・売上高は自治体向け大規模ワクチン接種案件の需要減少により前期を下回る
・新型コロナウイルス感染症関連案件の継続と自治体向け人財支援業務の拡大
・疾病予防・健康情報やIT技術を融合したビジネスの拡大に取り組む
‐てんかん患者・家族向け支援プラットフォーム「nanacara」の導入医療機関の増加と、「nanacara」を基
盤としたサービスの対象疾患拡大
‐てんかん患者支援の薬局開設
‐デジタル田園都市国家構想に沿った地方自治体の事業支援開始
・「harmoワクチンケア」がマイナポータルと連携開始

［経常利益］
当連結会計年度の経常利益は10,022百万円（前連結会計年度比25.5％減）となりました。
なお、営業外収益として為替差益等253百万円、営業外費用として持分法による投資損失等497百万円を計

上しております。

［親会社株主に帰属する当期純利益］
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は7,152百万円（前連結会計年度比14.7％減）となりま

した。
なお、特別利益として投資有価証券売却益等3,388百万円、特別損失として減損損失及び固定資産除却損等

1,535百万円、法人税、住民税及び事業税として4,163百万円及び非支配株主に帰属する当期純利益として
137百万円を計上しております。

② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は4,951百万円で、その主なものは

CDMO事業における製造棟等の建設工事及び新規受託対応用設備等2,511百万円、CRO事業における試験設
備等516百万円であります。
（注）第3四半期連結会計期間においてシミックCMO株式会社、CMIC CMO Korea Co., Ltd.及びCMIC CMO USA Corporationが連結

子会社から持分法適用関連会社へ移行いたしました。同社の第３四半期連結会計期間末までの設備投資額を含めて算出しております。

－ 20 －
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当事業年度の事業の状況

③ 資金調達の状況
当連結会計年度中において、設備資金に充てるため、取引銀行より長期借入金3,500百万円を調達いたしま

した。なお、当社は事業資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と極度額5,000百万円のコミットメン
トライン契約を締結しておりますが、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

④ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
ノックオンザドア株式会社は、2022年10月19日に同社が実施する第三者割当増資による議決権付優先株式

の引受及び発行済の議決権付優先株式の譲受により当社が株式を取得し、子会社となりました。
シミック・シフトゼロ株式会社は、2023年4月1日にシフトゼロ株式会社が保有していた同社の株式を当社

が全て取得したのち、当社がシミック株式会社に同社の全株式を譲渡したことにより、シミック株式会社の完
全子会社となりました。

シミックCMO株式会社並びに同社傘下にあるCMIC CMO Korea Co., Ltd.及びCMIC CMO USA 
Corporation は、2023年5月31日に当社と株式会社日本政策投資銀行とのCDMO（医薬品製剤開発・製造
支援）事業における資本業務提携の解消と、シミックCMO株式会社による大日本印刷株式会社に対する自己
株式処分及び第三者割当増資の実施により、当社の持分比率が低下したため、連結の範囲から除外し、持分法
適用の範囲に含めております。
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直前3事業年度の財産及び損益の状況

76,098

第36期
（2020年9月期）

85,788

第37期
（2021年9月期）

108,461

第38期
（2022年9月期）

104,701

第39期
（2023年9月期）

（単位：百万円）売上高

1,505

第36期
（2020年9月期）

2,023

第37期
（2021年9月期）

8,387

第38期
（2022年9月期）

7,152

第39期
（2023年9月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

83.27

第36期
（2020年9月期）

111.85

第37期
（2021年9月期）

469.44

第38期
（2022年9月期）

416.25

第39期
（2023年9月期）

（単位：円）1株当たり当期純利益

第36期
（2020年9月期）

89,517

第37期
（2021年9月期）

91,192

第38期
（2022年9月期）

107,590

第39期
（2023年9月期）

70,215

（単位：百万円）総資産

34,011

第36期
（2020年9月期）

34,485

第37期
（2021年9月期）

41,269

第38期
（2022年9月期）

37,833

第39期
（2023年9月期）

（単位：百万円）純資産

1,306.08

第36期
（2020年9月期）

1,385.55

第37期
（2021年9月期）

1,801.31

第38期
（2022年9月期）

2,137.14

第39期
（2023年9月期）

（単位：円）1株当たり純資産

区分 第36期
（2020年9月期）

第37期
（2021年9月期）

第38期
（2022年9月期）

第39期
(当連結会計年度）
（2023年9月期）

売上高 （百万円） 76,098 85,788 108,461 104,701
親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円） 1,505 2,023 8,387 7,152
1株当たり当期純利益 （円） 83.27 111.85 469.44 416.25
総資産 （百万円） 89,517 91,192 107,590 70,215
純資産 （百万円） 34,011 34,485 41,269 37,833
1株当たり純資産 （円） 1,306.08 1,385.55 1,801.31 2,137.14

(2) 財産及び損益の状況

(注) 1. 当社は、株式給付信託（J-ESOP）を導入しており、当該株式給付信託が所有する当社株式については、自己株式に加算しております。
2. 「1株当たり当期純利益」及び「1株当たり純資産」の算定における「普通株式の期中平均株式数」及び「期末の普通株式の数」については、

株式給付信託（J-ESOP）が所有する当社株式数を自己株式数に含めております。
「1株当たり当期純利益」及び「1株当たり純資産」の算定上控除した当連結会計年度の当該自己株式の期中平均株式数は、1,740,163株であ
り、期末株式数は、2,038,924株であります。

3. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第38期の期首から適用しており、第38期以降に係る各数値に
ついては、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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報告セグメント 会社名 資本金 当社の
議決権比率 主要な事業内容

製薬ソリューシ
ョン

CRO事業
シミック株式会社 100百万円 100.0％ 臨床業務
シミック・シフトゼロ株式会社 10百万円 100.0％ 臨床業務（オンコロジー領域）
CMIC Korea Co., Ltd. 1,300百万ウォン 100.0％ 臨床業務（韓国）
CMIC ASIA-PACIFIC, PTE. LTD. 350千米ドル 100.0％ 臨床業務（シンガポール・台湾）
CMIC(Beijing)Co., Ltd. 605百万円 100.0％ 臨床業務（中国）
シミックファーマサイエンス株式会社 99百万円 100.0％ 非臨床業務（分析化学サービス・非臨床試験）
CMIC, INC. 11千米ドル 100.0％ 非臨床業務（分析化学サービス／米国）

CDMO事業
シミックバイオ株式会社 100百万円 100.0％ バイオ医薬品原薬の製造技術開発及び製造受託

Market Solutions事業
シミック・アッシュフィールド株式会社 55百万円 50.01％ MR派遣及び医薬品の営業・マーケティング支援
株式会社オーファンパシフィック 100百万円 100.0％ オーファンドラッグ等の開発及び販売

ヘルスケアソ
リューション

Site Support Solutions事業

シミックヘルスケア・インスティテュート
株式会社 99百万円 100.0％ SMO（治験施設支援）業務、ヘルスケアサービス

Healthcare Revolution事業
シミックソリューションズ株式会社 25百万円 100.0％ 医療・製薬業界向けBPO・人材サービス
シミックウエル株式会社 5百万円 100.0％ ビジネスサポート業務

harmo株式会社 30百万円 100.0% ヘルスケア コミュニケーション チャネ
ルを活用した事業

ノックオンザドア株式会社 80百万円 56.19％ 患者 ・家族向け支援プラットフォームを
軸にした事業開発及び事業支援

3) 重要な子会社の状況
① 重要な子会社等の状況

(注)1．シミック・シフトゼロ株式会社は、2023年4月1日に同社の株式を当社が全て取得したのち、当社がシミック株式会社に同社の全株式を
譲渡したことにより、当社の議決権比率は間接所有割合100％になりました。なお、同社は2023年10月1日付でシミック株式会社に吸収
合併されました。

2．シミック・アッシュフィールド株式会社は、2023年10月1日付でシミック・イニジオ株式会社に商号変更いたしました。
3．ノックオンザドア株式会社は、2022年10月19日に同社が実施する第三者割当増資による議決権付優先株式の引受及び発行済の議決権付

優先株式の譲受により当社が株式を取得し、子会社となりました。
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会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容
シミックCMO株式会社 100百万円 49.9％ 医薬品等の製剤開発・製造受託
CMIC CMO Korea Co., Ltd. 3,827百万ｳｫﾝ 49.9％ 医薬品等の製剤開発・製造受託／韓国
CMIC CMO USA Corporation 1,339千米ﾄﾞﾙ 42.9％ 医薬品等の製剤開発・製造受託／米国
株式会社オケイオス 71百万円 35.0％ 医療情報・健康情報に関わる情報サービス業

② 重要な関連会社の状況

（注）1．シミックCMO株式会社並びに同社傘下にあるCMIC CMO Korea Co.,Ltd.及びCMIC CMO USA Corporation は、2023年5月31日
に、当社と株式会社日本政策投資銀行とのCDMO（医薬品製剤開発・製造支援）事業における資本業務提携の解消と、シミックCMO
株式会社による大日本印刷株式会社に対する自己株式処分及び第三者割当増資の実施により当社の持分比率が低下したため、連結の範
囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。

2．CMIC CMO Korea Co., Ltd.は、シミックCMO株式会社の完全子会社であり、当社の議決権比率は間接所有割合であります。
3．CMIC CMO USA Corporationは、シミックCMO株式会社の議決権比率が86.0%の子会社であり、当社の議決権比率は間接所有割合

であります。
4．株式会社オケイオスは、シミックソリューションズ株式会社の議決権比率が35.0％の持分法適用会社であり、当社の議決権比率は間接

所有割合であります。なお、2023年10月6日にシミックソリューションズ株式会社が同社の株式を追加取得したことにより、シミック
ソリューションズ株式会社の議決権比率51.0％の子会社になりました。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　　 　該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

[１]グループ企業理念
　当社グループは創業精神「CMIC’S CREED」を定めております。多様化している医療・ヘルスケア分野のニーズ
に応えるためには、変革を恐れず自らを柔軟に変化させていかなければなりません。しかし、その一方で変えてはい
けないものがあります。それが、シミックのDNAとも呼べる「CMIC’SCREED」です。私たちは、この決して変わ
らない志を胸に、自己を変革していきます。

　このCMIC’S CREEDを踏まえて、グループの方向性を示す3つの軸「ミッション・ビジョン・バリュー」を制定し
ております。当社グループの企業としての使命、社会に対してどう貢献していくのか、企業としての理想の姿を示
し、そのためにどのような価値観に基づいて行動すべきかを役職員が共有し、グループ総合力を高めることで、広く
人々の健康や医療の進歩に寄与する社会価値の創出を追求していきます。社会価値の創出は経済価値の向上を伴うも
のと考えられるため、ステークホルダーの皆様に理解と信頼を得ながら、グループの持続的な成長を目指します。

ミッション：シミックは、画期的なソリューションを通してヘルスケアに新たな価値を創造し、必要とされる医療や
ケアシステムを1日でも早く届けます

ビジョン  ：世界中の誰もがより健康でその人らしい生活を送るため、ヘルスケアの革新に貢献します
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バリュー  ：W&3C
　　　　　　WELLBEING 　その瞬間を生ききる
　　　　　　Change 　常識に安住せず変革する
　　　　　　Challenge 　新たな視点で可能性を切り拓く
　　　　　　Communication　人や社会へ積極的に働きかける

[２]経営環境
　当社グループの主要事業となる医薬品業界においては、“患者により適した医療”の提供に向けて、技術革新や産官
学連携による革新的医薬品の創出が期待されています。医薬品の種類やタイプ、治療手段といった創薬技術のカテゴ
リーを指すモダリティがより多様化・複雑化するとともに、医療の個別化が進み、開発の難易度はより高まっていま
す。また、2021年度から毎年薬価改定が実施され薬価の引下げ圧力が強まっていることから、日本のドラッグラ
グ・ドラッグロスが政策課題とされ、製薬企業の医薬品開発における日本の優先順位低下が懸念されております。こ
のような環境下で、製薬企業はM＆Aを活用した開発パイプラインの拡充、新規の創薬基盤技術を活用した医薬品開
発、予防から診断、治療、予後に至る疾患のトータルケアへの取り組み等を進める傾向にあります。
　人工知能（AI）や様々な「モノ」がインターネットに接続され、相互に情報交換することにより自動認識や自動制
御、遠隔操作などを可能にする仕組みであるIoT（Internet of Things）などの新たなテクノロジーは社会全体に大
きな変革をもたらしており、ヘルスケア分野においても、デジタル治療やオンライン診療が導入されるなど、医療の
あり方や健康に対する個人の価値観が変化する中で、産官学民が連携して少子高齢化社会に対するイノベーションへ
の取り組みが加速しております。

　また、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は、社会経済から個人の価値観まで広範囲にわたり多大な影
響を及ぼし、ヘルスケア分野においてデジタル化の進展とイノベーションを加速させる契機となり、新型コロナウイ
ルス感染症拡大が沈静化した現在においても、企業活動の正常化と更なる技術革新により、当社グループを取り巻く
環境の変化は加速しています。

[３]対処すべき課題
①中期計画
　当社グループは、創業30年の節目にあたる2022年9月期を第三創業元年と位置付け、新規の創薬基盤技術による
医薬品開発やデジタル化への対応を強化するとともに、ヘルスケア分野へ事業領域を広げております。予防から診
断、治療、予後に至る疾患のトータルケアへの取り組みへの支援等を通じて、持続的成長に向けたグループ経営基盤
の強化と飛躍を図っていく方針です。CROを中心として最先端のサイエンスによる疾病の治療に貢献するととも
に、健康という概念を大きくとらえIKIGAIを追求します。

＜製薬ソリューション＞
　本セグメントは、製薬企業の付加価値向上に貢献する独自の事業モデルPVC（Pharmaceutical Value Creator）
を展開するうえで横断的な連携を行う、CRO（医薬品開発支援）事業、CDMO（医薬品製剤開発・製造支援）事
業、Market Solutions（医薬品営業支援、オーファンドラッグ等の開発・製造販売・流通事業）事業で構成しま
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す。
　創薬においては、モダリティがより多様化・複雑化するとともに、医療の個別化が進み、開発の難易度がより高ま
っています。これに対し、多業種連携やリアルワールドデータの利活用、デジタルトランスフォーメーションを通じ
て、医薬品開発のスピード化・効率化を促進し、疾患予防・治療の研究開発・販売を総合的に支援します。

＜ヘルスケアソリューション＞
　本セグメントは、医療関連施設及び医療従事者を総合的に支援するSite Support Solutions事業と、個人及び自治
体等にヘルスケアの新たなエコシステムを用いたソリューションを提供するHealthcare Revolution事業で構成しま
す。
　医薬品産業の知見やネットワーク、疾病予防・健康情報やIT技術を融合し、ヘルスケアの新たなエコシステムを用
いたソリューションを提供することで、個人のヘルスバリューを支援してまいります。

これらを踏まえ、2021年11月発表の「中期計画（FY2022-2025）」を策定し、各課題への施策に取り組んでおり
ます。

[基本方針]
　■Pharmaceutical Value Creator から Personal Health Value Creator へ

製薬企業のバリューチェーンを全面的に支援する独自の事業モデルPVC（Pharmaceutical Value Creator）
を持続的成長の基盤として、“個々人の健康価値を最大化”する事業モデルPHVC（"Personal Health Value 
Creator”）への展開を目指します。

[重点取組事項]
■ ヘルスケアビジネスの進展

・多様な“個々人の健康価値”に応える新規ヘルスケア事業の創出
・予防から診断、治療、予後に至る疾患のトータルケアへの取り組み
・harmoをはじめデータやテクノロジーと人材とを融合した支援

■ 疾患予防・治療の研究開発から販売まで総合的な支援の強化
・マーケットアクセスのスピード最大化
・新規の創薬基盤技術による医薬品開発やデジタル化の推進
・日本に基盤をもたない創薬ベンチャー等への提案力強化

■ 社会的有益性の高い事業を通じたサステナブルな社会への貢献
・医療・ケアシステムの維持に貢献する「ヘルスケアプロフェッショナル」の育成
・環境の保全と従業員の健康・安全を確保した企業活動の促進
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②重点取組事項の進捗
■ ヘルスケアビジネスの進展

・新型コロナワクチン接種支援業務を機に広がった地方自治体等との連携を拡大
・ノックオンザドア株式会社や株式会社オケイオスのグループ会社化やヘルステック企業とのアライアンスを

通して、電子お薬手帳やスマートフォンアプリ等の医療・ヘルスケア分野におけるデジタル関連サービスを
発展

■ 疾患予防・治療の研究開発から販売まで総合的な支援の強化
・海外バイオベンチャーの日本市場参入や異業種のヘルスケア参入を支援する総合コンサルティングの強化
・Decentralized Clinical Trial（DCT）の促進やリアルワールドデータの利活用、デジタルトランスフォー

メーションを通じて、医薬品開発のスピード化、効率化を促進
・大日本印刷グループ（DNP）との戦略的事業提携により、パッケージ技術と製剤開発技術の掛け合わせによ

る付加価値型医薬品の開発や、医薬原薬のプロセス開発・製造から製剤開発・製造に至る一貫体制の確立
・次世代バイオ医薬品や遺伝子治療薬など、モダリティの多様化が進む先端領域の有効性・安全性評価・分析
・iPSC (人工多能性幹細胞）専門バイオ企業との事業提携等により創薬支援サービスを強化

■ 社会的有益性の高い事業を通じたサステナブルな社会への貢献
・サステナビリティ委員会の設置や気候関連リスクシナリオ分析の実施
・従業員の健康管理、疾病予防、ヘルスリテラシー向上に向けたアクションプランの実施
・医療・ケアシステムの維持に貢献する「ヘルスケアプロフェッショナル」認定が2,000件を超過

③今後の取組み
　　主要事業であるCRO事業の成長には、日本はもとよりアジア・米国を含むグローバル市場での展開が必要であ

り、グローバル展開を加速するための事業パートナーとの提携が必要と考えております。また、革新的医薬品の
創出には非臨床試験等の創薬基盤が欠かせないことから、創薬支援サービスを拡充し、シミックグループの創薬
プラットフォーム強化を図ってまいります。

　　ヘルスケア分野においては、電子お薬手帳harmoやてんかん支援プラットフォームnanacara及びブロック
　チェーン技術等の基盤技術を活用し、PHR（パーソナルヘルスレコード）の蓄積及び疾患プラットフォームの構

築を行ってまいります。
　　併せて、事業の中長期的な成長や競争力の源となる優秀で多様な人財の早期育成・獲得を行い、事業環境の変

化にスピーディに対応できる経営基盤を構築してまいります。
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(5) 企業集団の主要な事業セグメント（2023年9月30日現在）

　当社グループの事業セグメントにおける主たる業務内容は、次のとおりであります。

(1) 製薬ソリューション
　製薬企業のバリューチェーンに対し、CRO（医薬品開発支援）事業、CDMO（医薬品製剤開発・製造支援）事
業、Market Solutions（医薬品営業支援、オーファンドラッグ等の開発・製造販売・流通）事業を通じて支援を行
っています。

① CRO事業
　疾患予防・治療の研究開発をコンサルティングから戦略構築、非臨床試験・臨床試験の実施、データ解析、薬事
申請まで総合的に支援しています。

② CDMO事業
　治験薬から商用まで医薬品製剤ならびにバイオ原薬の開発・製造を総合的に支援しています。

③ Market Solutions事業
　製薬会社を中心としたメディカルアフェアーズ、営業、マーケティング部門への包括的なソリューション（コン
サルティング・トレーニング、MR/MSL派遣など）を提供しています。
　また、オーファンドラッグなどアンメット・メディカル・ニーズの高い医薬品を届けるためのソリューションを
提供しています。

(2) ヘルスケアソリューション
　医療関連施設及び医療従事者等を総合的に支援するSite Support Solutions事業と、個人及び自治体等にヘルスケ
アの新たなエコシステムを用いたソリューションを提供するHealthcare Revolution事業で構成しております。

① Site Support Solutions事業
　「くすりの一生から、ひとの一生まで」をコンセプトに医療関連施設を中心に総合的な支援を行い、医療従事者
および患者様などの医療アクセスに寄与します。

② Healthcare Revolution事業
　電子お薬手帳機能を持つHealthcare Communication Channel： harmoなどデジタル技術の応用やシミック
のヘルスケアプロフェッショナル人材により、個人および自治体等にヘルスケアの新たなエコシステムを用いたソ
リューションを提供します。
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企業集団の主要拠点等

会社名 所在地

当社 本社（東京都港区）　　　　　東京ラボ（東京都文京区）
大阪支社（大阪市）

シミック株式会社 本社（東京都港区）　　　　　名古屋支社（名古屋市）
大阪支社（大阪市）　　　　　九州支社（福岡市）

シミック・シフトゼロ株式会社 本社（東京都港区）
CMIC Korea Co., Ltd. 本社（韓国　ソウル特別市）

CMIC ASIA-PACIFIC, PTE. LTD. 本社（シンガポール　シンガポール市）
台湾支社（台湾　台北市）

CMIC (Beijing) Co., Ltd. 本社（中国　北京市）

シミックファーマサイエンス株式会社 本社／シミックバイオリサーチセンター（山梨県北杜市）
札幌ラボ（北海道石狩市）　　神戸ラボ（兵庫県西脇市）

CMIC, INC. 本社（米国　イリノイ州ホフマンエステイツ）
シミックバイオ株式会社 本社（東京都港区）　　　　　静岡事業所（静岡県島田市）
シミック・アッシュフィールド株式会社 本社（東京都港区）
株式会社オーファンパシフィック 本社（東京都港区）

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社

本社／北関東オフィス/東関東オフィス（東京都港区）
札幌オフィス（札幌市）　　　仙台オフィス（仙台市）
西関東オフィス（横浜市）　　静岡オフィス（静岡市）
名古屋オフィス（名古屋市）　京都オフィス（京都市）
大阪オフィス（摂津市）　　　岡山オフィス（岡山市）
広島オフィス（広島市）　　　福岡オフィス（福岡市）
熊本オフィス（熊本市）

シミックソリューションズ株式会社 本社（東京都港区）　　　　　大阪支社（大阪市）
九州支社（福岡市）

シミックウエル株式会社 本社（山梨県北杜市）
harmo株式会社 本社（東京都港区）
ノックオンザドア株式会社 本社（東京都港区）

(6) 企業集団の主要拠点等（2023年9月30日現在）

(注)1．シミック・シフトゼロ株式会社は、2023年10月1日付でシミック株式会社に吸収合併されました。
2．シミック・アッシュフィールド株式会社は、2023年10月1日付でシミック・イニジオ株式会社に商号変更いたしました。
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従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

報告セグメント 従業員数（名） 前連結会計年度末比増減（名）
製薬ソリューション 3,491 （1,294） △1,034 （△23）
ヘルスケアソリューション 977 （542） 26 （△69）
全社（共通） 215 （67） 40 （0）

合　　計 4,683 （1,903） △968 （△92）
(注) 1. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）で

あり、臨時雇用者数（契約社員、人材会社からの派遣社員等）は、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 全社（共通）として記載されている従業員数及び臨時雇用者数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。
3. 当連結会計年度において、従業員数が968名、臨時雇用者数が92名それぞれ減少しておりますが、これは主としてシミックCMO株式会

社が連結の範囲から除外されたことによるものであります。

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
78（32）名 50（△1）名 46.0歳 7.7年

(注) 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（契約社員、 
人材会社からの派遣社員等）は、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(7) 従業員の状況（2023年9月30日現在）

① 企業集団の従業員の状況

② 当社の従業員の状況

借入先 借入額（百万円）
株式会社日本政策投資銀行 1,428
株式会社三井住友銀行（注） 480
株式会社みずほ銀行　（注） 360
株式会社三菱UFJ銀行（注） 360

(8) 主要な借入先の状況（2023年9月30日現在）

(注) 当社は事業資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と極度額5,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

2 会社の現況に関する事項

① 発行可能株式総数 46,000,000株
② 発行済株式の総数 18,923,569株（自己株式1,880,924株を含む）
③ 株主数 15,458名

株主名 持株数（株） 持株比率（％）
株式会社アルテミス 4,022,200 23.60

株式会社キースジャパン 3,552,240 20.84

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,122,600 6.59

シミックホールディングス従業員持株会 1,038,895 6.10

中村　和男 565,620 3.32

DZ PRIVATBANK S.A.RE INVESTMENTFONDS 240,000 1.41

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 239,000 1.40
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF
 OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT 178,907 1.05

SMBC日興証券株式会社 160,200 0.94

株式会社日本カストディ銀行（信託E口） 158,000 0.93

(注) 1. 持株比率は、発行済の普通株式の総数から自己株式（1,880,924株）を除いて計算しております。
2. 自己株式（1,880,924株）は、大株主より除外しております。
3. 自己株式数については、株式給付信託（J-ESOP）が所有する当社株式（158,000株）は含めておりません。

株　式　数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 6,460株 6名
(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「取締役及び監査役の報酬等の額」に記載しております。

(1) 株式の状況（2023年9月30日現在）

④ 大株主（上位10名）

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

(2) 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 中村　和男 会長CEO 兼 Healthcare Revolution 事業担当
harmo株式会社　代表取締役会長

代表取締役 大石　圭子 社長COO 兼 CRO事業担当
シミック株式会社　代表取締役会長

取締役 松川　
 

　誠 副社長 兼 コーポレートディベロップメント担当、CDMO事業担当
シミックCMO株式会社　代表取締役CEO

取締役 望月　
 

　渉 CFO
グループ情報開示・内部統制責任者

取締役 濵浦
 

　健司 CDMO事業担当
シミックCMO株式会社　取締役COO

取締役 三嶽
 

　秋久 CRO事業担当（Clinical CRO事業担当）
シミック株式会社　代表取締役社長執行役員

取締役（社外） 岩﨑　
 

　甫
国立大学法人山梨大学　副学長
国立研究開発法人日本医療研究開発機構　プログラムディレクター
順天堂大学医学部　客員教授

取締役（社外） 唐澤　
 

　剛 社会福祉法人サン・ビジョン　理事長
株式会社バリューHR　社外取締役

取締役（社外） グレッグ・リンド
ストローム・メイヤー

Population Health Research Committee ASIA PACIFIC SOCIETY
 FOR HEALTH SUPPORT SCIENCES Co-Chair

取締役（社外） 太田
 

　
 

　将
公認会計士
株式会社アセントパートナーズ　代表取締役
株式会社モリタホールディングス　社外監査役
ウェルス・マネジメント株式会社　社外取締役　監査等委員

常勤監査役 戸邊
 

　隆則 ―――――

監査役（社外） 畑
 

　
 

　
 

　敬 弁護士
畑法律事務所　代表

(3) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2023年9月30日現在）
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会社役員の状況

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

監査役（社外） 渡邉
 

　秀俊
公認会計士
渡邉秀俊公認会計士事務所　代表
株式会社ビジネスブレイン太田昭和　社外取締役　監査等委員
三愛オブリ株式会社　社外監査役

監査役（社外） 箱田
 

　英子
弁護士
森・濱田松本法律事務所　シニア・カウンセル
スパークス・グループ株式会社　社外取締役　監査等委員
プルデンシャル生命保険株式会社　社外取締役

（注）1. 代表取締役 社長COO兼CRO事業担当大石圭子氏の戸籍上の氏名は、中村圭子であります。
2. 取締役岩﨑甫氏、唐澤剛氏、グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏及び太田将氏は社外取締役であります。
3. 監査役畑敬氏、渡邉秀俊氏及び箱田英子氏は社外監査役であります。
4. 監査役畑敬氏及び箱田英子は、弁護士として、専門的な知識を有しております。
5. 監査役渡邉秀俊氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6．2022年12月15日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって、太田将氏は監査役を辞任いたしました。
7. 当社は、岩崎甫氏、唐澤剛氏、グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏、太田将氏、畑敬氏、渡邉秀俊氏及び箱田英子氏を東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8. 当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており
ます。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等である者を除く）又は監査役が責任の原因となった職務
の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限っております。

② 役員等賠償責任保険契約に関する事項
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が、その職務の執行に関して株主や第三者から損害賠償を請求された場合において、当該損害賠償金・争訟費
用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識し
て行った行為に起因した損害は補填されないなど、一定の免責事由を設けることにより、役員等の職務執行の
適正性が損なわれないように措置を講じています。
　当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社および当社グループ会社の取締役、監査役、エグゼクティ
ブマネジメント、シニアマネジメント会議メンバー等であり、保険料は当社および当社グループ会社が全額負
担しております。
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会社役員の状況

役員区分
報酬等の総額
支給額

（百万円）

役員報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

業績連動
賞与

譲渡制限付
株式報酬

取締役
（うち社外取締役）

365 (25) 259 (25) 100 (-) 5 (-) 13 (5)

監査役
（うち社外監査役）

22 (12) 22 (12) - (-) - (-) 6 (4)

合　計 387 (37) 281 (37) 100 (-) 5 (-) 19 (9)
(注) 1. 上記には、2022年12月15日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名（うち社外取締役1名）、監査役2名

（うち社外監査役1名）を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の金銭報酬の額は、2016年12月15日開催の定時株主総会決議において年額500百万円以内（うち社外取締役40百万円以内、

ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は13名（うち社外取締役は4
名）です。

4. 監査役の金銭報酬の額は、2011年12月15日開催の定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議いただいております。当該株
主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

5. 業績連動賞与の額の算定の基礎とした評価指標は、「中期計画(FY2022-2025)」の達成に向けた取組みを強く動機付けるものとする
ため、当社の連結業績指標（連結売上高及び連結営業利益）及び個人業績評価指標（担当部門売上高、調整後営業利益及び個別に設
定する目標）としております。当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標及び実績は、目標連結売上高950億円、目標連結
営業利益50億円に対し、連結売上高1,047億円、連結営業利益103億円となっております。

6. 上記3.の金銭報酬限度額の範囲内において、取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬（譲渡制限付株式報酬）を導入していま
す。2019年12月13日開催の定時株主総会決議においての譲渡制限付株式報酬の額として年額50百万円以内、当社普通株式の総数と
して年30,000株以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は8名です。当事業年
度において2023年6月30日に株式の交付を実施しております。上記譲渡制限付株式報酬に係る報酬等の総額には、2023年5月31日
開催の取締役会で決議された譲渡制限付株式報酬額のうち、当事業年度における費用計上額を記載しております。

③ 取締役及び監査役の報酬等の額

④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
イ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針（以下、「決定方針」という。）につき、 
指名評価報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定することとしております。
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会社役員の状況

ロ. 決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された役員報酬の限度額内で業績及び中長期的な企業価値との連

動性を重視した報酬として、株主と価値を共有し、取締役の役割及び職責にふさわしい水準としています。
当社は、指名委員会等設置会社ではありませんが、取締役の個人別の報酬決定にあたっては、任意の委員会
として、社外取締役が半数以上を占め、かつ社外取締役が議長である指名評価報酬委員会の審議を経ること
で、客観性及び透明性を確保しています。

社外取締役を除く取締役の報酬体系は、業務執行も担うことから、短期の業績目標達成及び中長期の企業
価値向上を意識付ける報酬構成とし、固定報酬である基本報酬、短期インセンティブ報酬としての業績連動
賞与、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬（譲渡制限付株式報酬）から構成しています。

社外取締役の報酬体系は、当社及び当社グループ全体の経営監督及び助言を行う役割を担うことから、 
基本報酬（固定報酬）のみの構成としています。

当社の役員報酬水準及び業績連動報酬（役員賞与及び株式報酬）の比率は、外部調査機関の役員報酬デー
タベースにより報酬水準・業績連動性の比較検証を行った上で、指名評価報酬委員会の審議を経て決定して
います。比較対象は、主に国内における当社と同規模程度の上場企業又は国内の同業他社とし、遜色のない
水準となるように設計しています。なお、業績連動報酬の報酬総額に占める比率は、業績目標達成時に概ね
20～30％程度になるように設計しています。

当社の業績連動賞与及び株式報酬の業績連動の仕組みは以下のとおりです。
a. 業績連動賞与

　業績連動賞与の評価指標は、当社の連結業績指標（連結売上高及び連結営業利益）及び個人業績評価
指標（担当部門売上高、調整後営業利益及び個別に設定する目標）といたします。支給額は、各役員ご
とに設定された額を標準支給額として、0％～200％の範囲で変動します。

b. 株式報酬
　株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来
以上に高めるため、導入したものです。対象取締役は、取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債
権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の割当を受けるものとします。対象取締役へ
の具体的な支給時期は取締役会で決定します。1株当たりの払込金額は、恣意性を排除した価額とする
ため各取締役会決議日前日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値（同日に取引
が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式の割当を受ける
対象取締役に特に有利な価額とならない範囲で取締役会において決定します。譲渡制限期間は、長期に
わたり株主の皆様との価値共有を図るという趣旨に基づき、割当を受けた日より3年間から30年間まで
の間で取締役会にて決定し、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役会が予め定める地
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位にあったことを条件として、当該期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。また、在任期
間中に不正行為や法令違反等があった場合は、累積した譲渡制限付株式の全部又は一部を無償返還する
条項を設定しております。

ハ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役（社外取締役を除く）の基本報酬、業績連動賞与及び譲渡制限付株式報酬並びに社外取締役の基本

報酬の具体的決定にあたっては、取締役会が指名評価報酬委員会の答申を踏まえて代表取締役CEO中村和
男に授権し、代表取締役CEO中村和男があらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名評
価報酬委員会の同意を得た上で決定しております。

取締役会が代表取締役CEOにこれらの決定を授権した理由は、当社及び当社グループ全体の業績を俯瞰
しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役CEOが最も適しているからであります。これらの決定にあた
っては、指名評価報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、上記手続を
経て決定されていることから、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿
うものであると判断しております。

⑤ 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
　監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は以下の通りです。
イ. 監査役の報酬構成
　取締役の職務の執行を監督する役割を担うことから、基本報酬（固定報酬）のみの構成としております。

ロ. 報酬の水準と支給
　外部調査機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定し、毎月支給としております。

ハ. 決定手続き
　各監査役の報酬の額は、監査役会における監査役の協議により決定しております。

⑥ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役岩﨑甫氏は、国立大学法人山梨大学の副学長、国立研究開発法人日本医療研究開発機構のプログラ
ムディレクター及び順天堂大学医学部の客員教授を兼職しております。当社と各兼職先との間には特別の関
係はありません。

取締役唐澤剛氏は、社会福祉法人サン・ビジョンの理事長及び株式会社バリューHRの社外取締役を兼職
しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
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取締役グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏は、Population Health Research Committee ASIA 
PACIFIC SOCIETY FOR HEALTH SUPPORT SCIENCES Co-Chairを兼務しております。当社と各兼職先
との間には特別の関係はありません。

取締役太田将氏は、株式会社アセントパートナーズの代表取締役、株式会社モリタホールディングスの社
外監査役及びウェルス・マネジメント株式会社の社外取締役監査等委員を兼職しております。当社と各兼職
先との間には特別の関係はありません。

監査役畑敬氏は、畑法律事務所の代表を兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありま
せん。

監査役渡邉秀俊氏は、渡邉秀俊公認会計士事務所の代表、株式会社ビジネスブレイン太田昭和の社外取締
役監査等委員、三愛オブリ株式会社の社外監査役を兼職しております。当社と各兼職先との間には特別の関
係はありません。

監査役箱田英子氏は、森・濱田松本法律事務所のシニア・カウンセル、スパークス・グループ株式会社社
外取締役監査等委員及びプルデンシャル生命保険株式会社社外取締役を兼職しております。当社と各兼職先
との間には特別の関係はありません。
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活動状況

取締役 岩﨑　　甫
当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席いたしました。長年に
わたって医療業界に携わってきた豊富な経験及び見識を活かし、当社の取締役会
においては、医薬・ヘルスケアの専門的な立場から、経営全般にわたり的確な発
言を適宜行っております。

取締役 唐澤　　剛

当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席いたしました。行政にて医
療介護政策及び社会保障制度全般に携わってきた豊富な経験と高度な専門知識を
活かし、当社の取締役会においては、事業戦略・推進に関する的確な発言を適宜
行っております。また、指名評価報酬委員会の委員長として、客観的・中立的な
立場で役員候補者の選定や役員報酬等の決定に関する審議を主導しております。

取締役
グレッグ・リンド

ストローム・メイヤー

当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席いたしました。製薬、
医療機器、バイオテクノロジー、ヘルスケア業界における疾病管理、事業開発等
に携わってきた豊富な経験と専門知識を活かし、当社の取締役会においては、事
業戦略やグローバル戦略に関する的確な発言を適宜行っております。

取締役 太田　　将

当事業年度において、2022年12月15日に監査役を退任するまでに開催された
取締役会2回のすべてに出席、監査役会２回のすべてに出席いたしました。ま
た、2022年12月15日に取締役に就任以降、当事業年度に開催された取締役会
10回のうち8回に出席いたしました。取締役会においては、公認会計士・コンサ
ルタントとしての豊富な知識と経験を活かし、事業戦略と推進に関する的確な意
見を適宜述べております。また、監査役会においては、監査役会で定めた監査方
針、監査計画に従い、会計に関する専門的な見地で幅広い範囲から発言を行って
います。加えて、指名評価報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場で役
員候補者の選定や役員報酬等の決定に関する審議において的確な発言を適宜行っ
ております

監査役 畑　　　敬

当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席、監査役会12回のうち
11回出席いたしました。取締役会においては、弁護士としての専門的見地から
経営判断に供する的確な意見を適宜述べております。監査役会においては、監査
役会で定めた監査方針、監査計画に従い、CEO･COOとの定期会合、CFO･取締
役･子会社社長等との意見交換等、リスク･危機管理について専門的な見地で幅広
い範囲から発言を行っています。

監査役 渡邉　秀俊

当事業年度に開催された取締役会12回のうち10回に出席、監査役会12回すべて
に出席いたしました。取締役会においては、公認会計士としての専門的見地から
経営判断に供する的確な意見を適宜述べております。監査役会においては、監査
役会で定めた監査方針、監査計画に従い、CEO･COOとの定期会合、CFO･取締
役･子会社社長等との意見交換等、会計に関する専門的な見地で幅広い範囲から
発言を行っています。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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活動状況

監査役 箱田　英子

2022年12月15日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回すべてに出
席、監査役会10回すべてに出席いたしました。取締役会においては、弁護士と
しての豊富な知識と経験を活かし、経営判断に供する的確な意見を適宜述べてお
ります。監査役会においては、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、
CEO･COOとの定期会合、CFO･取締役･子会社社長等との意見交換、海外子会
社への監査役監査等、グローバルビジネスの展開について専門的な見地で幅広い
範囲から発言を行っています。

　（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条第2項の規定に基づき、取締役会
　　　　決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。
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支払額（百万円）
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 50

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 60

(注) 1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、 実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含
む。）の監査を受けております。

(4) 会計監査人の状況
① 名称 EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

③ 会計監査人の報酬等の額の同意について
　監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当
性などを確認し、当該期の会計監査人の報酬額については、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑤ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人
の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたし
ます。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役
は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
す。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制
　シミックグループは、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制基本方針を定め、本方針に従っ
て内部統制システムを適切に構築し運用しております。

1. シミックグループのコンプライアンス体制
　①企業活動を行う上で法令を遵守し、社会倫理に従って行動するという観点から、シミックグループ全役職員が

準拠すべき基本的な指針として「シミックグループ行動規範」を制定する。シミックグループの役職員は、
「シミックグループ行動規範」に基づき誠実に行動することが求められ、取締役会が任命するグループコンプ
ライアンス責任者がこれを推進する。コンプライアンス意識の強化に向けた取組の一環として、コンプライア
ンスハンドブック「CMIC WAY」を作成し、イントラネットにてシミックグループの役職員に周知するとと
もに、定期的に役職員を対象としたコンプライアンス研修を実施する。

　②コンプライアンス上の問題点の早期発見、対処、発生防止等を目的として、「シミックグループ内部通報窓
口」を社内及び外部に設置し、シミックグループの役職員からのコンプライアンス関連の懸念事項や職場環境
等の問題点について報告･相談を受け付ける。受け付けた報告・相談については、内部通報窓口及び同窓口事
務局が客観的かつ公平に調査及び対応し、問題点の早期改善及び再発防止に努める。

　③内部監査部門は、当社及びグループ各社におけるコンプライアンス遵守状況を監視する。

2. シミックグループのリスクマネジメント体制
　①シミックグループにおけるリスク管理及び経営危機に直面したときの対応の観点から、「シミックグループリ

スク管理規程」を制定する。同規程に基づき、取締役会が任命するグループリスク・危機管理責任者がリスク
マネジメント（リスク管理）及びクライシスマネジメント（危機管理）を統括するとともに、グループ横断的
に業務運営上のリスク管理を推進する。

　②リスク管理及びインシデント管理は、当社及びグループ各社単位で情報の集約、分析及び原因究明を行い、迅
速な情報伝達及び適切な対応を行う。重要な案件については、グループリスク・危機管理責任者にエスカレー
ションし、当該責任者は必要な対応を指示する。

　③災害その他により経営危機が発生した場合には、「グループ緊急対策本部」を設置し対応を行う。

3. シミックグループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　①当社は、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。経営の重要事項に係る審

議・検討を行うメンバーとして、CEO、COO、CFO及び各事業担当等からなるエグゼクティブマネジメント
を選任し、役割・責任範囲の明確化と意思決定の迅速化を図る。エグゼクティブマネジメントに業務執行に係
るメンバーを加えた、シニアマネジメント会議を毎月開催し、事業戦略について充分な審議を行った上で、執
行決定を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を確保する。
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　②当社及びグループ各社の目標の明確な付与及び採算管理の徹底を通じた市場競争力の強化を図るために、目標
値を年度予算として策定し、取締役会及び定例会議における業務執行報告により、業務の運営及び進捗状況の
管理を行う。

　③当社は、持株会社として、グループ各社との間で経営管理及び支援に関する契約を締結し、グループ各社への
経営指導及び管理並びに財務・人事・総務・法務等のサポートを行うことにより、グループ各社の取締役の職
務執行の効率化を確保する。

　④社内規程に基づく職務権限及び職務分掌により、適正かつ効率的に業務を行う。

4. シミックグループのグループガバナンス体制
　①当社は、持株会社として、全体最適の観点からグループ各社に必要な経営資源の配分を行うとともに、グルー

プ各社の業務運営を管理・監督し、グループ各社の業務の適正を確保するための体制整備を行う。
　②グループ各社に対する管理基準を明確にし、相互の経営効率の向上に資するために「関係会社管理規程」を定

め、これに基づき、グループ各社との間で「マネジメント合意書」を締結する。
　③グループ各社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他「マネジメント合意書」に定める重要事項につい

て、定期的に当社へ報告し情報を共有するとともに、重要事項を行う場合には、その意思決定に先立ち、当社
の担当部署に報告・協議を行うとともに、所定の承認を受ける。

　④当社は、グループ各社に取締役を派遣し、シミックグループ全体のガバナンスの向上に努める。

5. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理
　取締役の重要な意思決定又は取締役に対する報告に係る情報に関しては、「シミックグループ情報管理基本規
程」及び「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理を行う。取締役及び監査役は、これらの情報を適宜閲覧す
ることができる。

6. 監査役の監査の実効性を確保するための体制
　①監査役が、監査役を補助すべき職員を必要とする場合には、原則として専任の人員を配置する。監査役を補助

する職員の取締役からの独立性を確保するため、その職員の人事異動、人事評価及び懲戒に関しては、監査役
の同意を得た上で行う。監査役を補助する職員への指揮命令者は監査役とし、監査役を補助する職員が他の業
務を兼務する場合は、監査役補助業務を優先し、監査役補助業務に関して取締役の指揮命令は受けない。

　②シミックグループの役職員は、定期的に、また監査役から求めがあったときはその都度、事業及び内部統制の
状況等の報告を行い、内部監査部門は、内部監査の結果等を報告する。シミックグループの役職員は、重大な
法令若しくは定款違反及び不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれのある事実を知
ったときは、速やかに監査役へ報告する。当社は、内部通報制度の適用対象にグループ各社を含め、シミック
グループにおける法令、定款又は社内規程に違反する重大な事実その他コンプライアンス上の重大な問題に係
る通報について、監査役への適切な報告体制を確保する。当社及びグループ各社は、これらの報告をした役職

－ 42 －



2023/11/16 9:35:14 / 23031161_シミックホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

員に対して、報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを行わない。
　③監査役が職務執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に明らかに

必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
　④監査役は、必要に応じて役職員に対してヒアリングを実施するとともに、代表取締役との定期的な会合、内部

監査部門及び会計監査人との情報交換を実施する。

7. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
　「シミックグループ行動規範」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係
を排除する。また、これらの活動を助長するような行為はいっさい行わない。平素より警察等からの情報収集・意
見交換を行い、有事には協力して速やかに反社会的勢力及び団体に対処する。

8. 財務報告の適正性を確保するための体制
　当社及び当社の属する企業集団に係る財務報告が法令等に従って適正に作成されるために、「財務報告に係る内
部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠した内部
統制の整備、運用及び評価を行う。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、事業の継続・安定的発展を確保していくことを目的とし、コンプライアンスの推進、リスクマネジメン
トの強化に取り組んでおります。これらをはじめ、業務の適正を確保するための体制の当期における運用状況の概要
は、以下のとおりです。

1. コンプライアンス体制
　当社では「CMIC WAY」を教材とした入社時の導入研修と全役職員を対象とした年1回の継続研修を実施する
とともに、グループポータルサイト及び電子メールを用いた月次のコンプライアンス情報の発信により、コンプラ
イアンス意識の向上に努めております。当期は、従来の研修テーマ（コンプライアンス全般、個人情報保護、情報
セキュリティ、クオリティマネジメント、利益相反の管理・贈収賄の防止、BCP、ハラスメント防止）に加え、ダ
イバーシティ及びSDGsの各分野について、日本語及び英語のコンテンツによりオンラインにて研修を実施いたし
ました。これら研修は、所定の合格点に達するまで小テストを繰り返すことにより、その成果を確認しておりま
す。
　「内部通報窓口」では国内外を問わずコンプライアンスに関する懸念事項や業務上の疑問、職場環境に関する相
談などを幅広く受け付け、問題の早期発見と改善に努めております。当期は、これまでも緊密に連携した人事部門
に加え、クオリティマネジメント部門との連携を深め、インシデント報告された事案のうちコンプライアンスの観
点による調査、確認が必要なもの、内部通報事案のうち品質管理の観点で調査、確認が必要なものについて、協働
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して対処することといたしました。
　また、COOを委員長、グループ各社のコンプライアンス推進責任者を委員とするコンプライアンス委員会を３
回開催し、重点施策の推進について検討いたしました。

2. リスクマネジメント体制
　「リスク管理プログラム」に基づき、毎期グループ各社、各組織においてリスクが顕在化する可能性及びリスク
が顕在化した場合の影響度を評価し、対応策の策定を行っております。事業等のリスクについては、重要性や水準
の変化に適時に対応するため、これらのリスクに関連する月次の情報更新を継続しております。
　当期は、デジタルテクノロジーに関するリスクを認識したことから、サイバーセキュリティ対策等を強化すると
ともに、デジタルテクノロジーの活用を積極的に推進するために役職員のデジタルリテラシー向上に取組みまし
た。また、激甚化する風水害等自然災害リスクの高まりに鑑み、危機管理態勢の見直しを行い「シミックグループ
事業継続規程」及び「緊急対策本部マニュアル」を改訂いたしました。

3. グループガバナンス体制
　「関係会社管理規程」に基づき、当社とグループ各社との間で毎期「マネジメント合意書」を取り交わしており
ます。グループ各社は、同合意書に基づき、事業の経過、財産の状況等を毎月当社に報告するとともに、同合意書
所定の重要事項については、その実施に当たり当社の事前承認を得ております。
　また、グループ各社には、当社役職員を取締役、監査役として派遣しており、グループガバナンスを一層強化し
ております。

4. 財務報告の適正性を確保するための体制
　監査基本計画に基づき監査役会では代表取締役との定期会合、取締役会への参加と意思表明、各子会社社長との
事業に関する意見交換、各統制部門（コンプライアンス、個人情報管理、リスク危機管理、IT、人事、総務及び法
務の各部門等）を担当する責任者からの定期報告、会計監査人からの会計監査結果報告及び自己評価し、監査活動
の実効性の向上を図っております。
　常勤監査役は重要会議への参加と意思表明、三様監査懇談会の実施、内部監査部門との情報交換会を実施し、
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5. 監査役の監査の実効性を確保するための体制
　監査基本計画に基づき監査役会では代表取締役との定期会合、取締役会への参加と意思表明、各子会社社長との
事業に関する意見交換、各統制部門（コンプライアンス、個人情報管理、リスク危機管理、IT、人事、総務及び法
務の各部門等）を担当する責任者からの定期報告、会計監査人からの会計監査結果報告および自己評価し、監査活
動の実効性の向上を図っております。
　常勤監査役は重要会議への参加と意思表明、三様監査懇談会の実施、内部監査部門との情報交換会を実施し、監
査役監査の実効性を確保しております。
　また、グループガバナンス強化の観点から、監査役会と子会社監査役との間で四半期ごとの定期的な連絡会を設
けております。

6. 内部監査の実施について
　内部監査計画に基づき、組織監査、業務監査及び関係会社監査を実施し、コンプライアンスの徹底、リスク管
理、グループガバナンス、情報管理等の観点からそれらの体制及び運用状況を監視しております。当期は、子会社
に対して、2件の内部監査を実施し、新規ビジネスの事業リスク把握と業務プロセスの適正性の確認を行いまし
た。また、シミックグループのIT戦略とITガバナンスに着目したテーマ監査を実施しております。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策の一つと位置付け、収益力向上や事業基盤強化のための内部
留保を確保しつつ、業績に応じた配当を実施することを基本方針とし、連結配当性向の目標を30％とすると同時に
継続的かつ安定的な配当を実施いたします。併せて、株式市場動向や資本効率等を考慮して機動的に自己株式の取得
を行うこととしております。
　内部留保資金の使途につきましては、経営環境の変化に対応し得る企業体質の強化を図るとともに、持続的な成長
を実現するために設備投資や開発投資などに活用していく所存です。
　当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、その決定機関については
「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総
会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨定款に定めております。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2023年9月30日現在） （単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形、売掛金及び契約資産
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
のれん
その他
投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
敷金及び保証金
その他

　

42,322
19,034
16,992

414
1,927
1,077
2,997
△121
27,892
8,189
4,641
416

1,619
1,247
173
91

1,579
337

1,241
18,123
9,369
5,718
2,246
789

　

負債の部
流動負債 20,670

支払手形及び買掛金 85
1年内返済予定の長期借入金 1,123
未払金 5,929
未払費用 1,586
未払法人税等 564
契約負債 2,014
賞与引当金 4,335
役員賞与引当金 100
受注損失引当金 1,030
その他 3,901

固定負債 11,711
長期借入金 1,677
リース債務 127
繰延税金負債 4
退職給付に係る負債 9,388
資産除去債務 259
その他 255

負債合計 32,382
純資産の部
株主資本 36,271
資本金 3,087
資本剰余金 6,050
利益剰余金 30,712
自己株式 △3,580
その他の包括利益累計額 △186
その他有価証券評価差額金 352
為替換算調整勘定 △557
退職給付に係る調整累計額 18

非支配株主持分 1,748
純資産合計 37,833

資産合計 70,215 負債純資産合計 70,215

連結計算書類
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連結損益計算書

連結損益計算書（2022年10月1日から2023年9月30日まで） （単位：百万円）

科目 金額
売上高 104,701
売上原価 79,999
売上総利益 24,702
販売費及び一般管理費 14,434
営業利益 10,267
営業外収益 253
受取利息 22
為替差益 135
助成金収入 37
その他 57
営業外費用 497
支払利息 154
持分法による投資損失 295
その他 47
経常利益 10,022
特別利益 3,388
持分変動利益 38
投資有価証券売却益 3,349
特別損失 1,535
減損損失 1,090
固定資産除却損 233
投資有価証券評価損 62
子会社整理損 49
損失補償金 100
税金等調整前当期純利益 11,875
法人税、住民税及び事業税 4,163
法人税等調整額 421
当期純利益 7,289
非支配株主に帰属する当期純利益 137
親会社株主に帰属する当期純利益 7,152
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2022年10月1日から2023年9月30日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 3,087 6,093 24,444 △2,346 31,279
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △797 △797
剰余金の配当（中間配当） △86 △86
親会社株主に帰属する
当期純利益 7,152 7,152
自己株式の取得 △1,269 △1,269
自己株式の処分 2 35 38
非支配株主との取引に係る親会社の持
分変動 △45 △45
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － △42 6,268 △1,234 4,991
当期末残高 3,087 6,050 30,712 △3,580 36,271

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当期首残高 742 △432 34 344 9,645 41,269
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △797
剰余金の配当（中間配当） △86
親会社株主に帰属する
当期純利益 7,152
自己株式の取得 △1,269
自己株式の処分 38
非支配株主との取引に係る親会社の持
分変動 △45
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △390 △124 △16 △530 △7,896 △8,427

連結会計年度中の変動額合計 △390 △124 △16 △530 △7,896 △3,436
当期末残高 352 △557 18 △186 1,748 37,833
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貸借対照表

貸借対照表（2023年9月30日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額
資産の部
流動資産

現金及び預金
売掛金及び契約資産
製品
仕掛品
貯蔵品
前払費用
短期貸付金
関係会社短期貸付金
未収入金
未収還付法人税等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
工具、器具及び備品
その他
無形固定資産
商標権
ソフトウエア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
関係会社長期貸付金
繰延税金資産
敷金及び保証金
その他
貸倒引当金　

19,832
13,454

44
12
10
5

153
50

2,511
3,362
181
96

△50
29,938
1,476
749
164
562
256

3
4

248
28,206
1,070

22,741
274

5,637
624

1,926
220

△4,288 　

負債の部
流動負債 28,925

1年内返済予定の長期借入金 1,085
関係会社短期借入金 25,658
未払金 1,288
未払費用 87
未払法人税等 189
役員賞与引当金 100
賞与引当金 285
受注損失引当金 19
その他 209

固定負債 2,896
長期借入金 1,543
退職給付引当金 1,151
資産除去債務 172
長期未払金 28

負債合計 31,821
純資産の部
株主資本 17,597
資本金 3,087
資本剰余金 7,715
資本準備金 7,655
その他資本剰余金 60
利益剰余金 10,374
利益準備金 17
その他利益剰余金 10,356
繰越利益剰余金 10,356

自己株式 △3,580
評価・換算差額等 352

その他有価証券評価差額金 352
純資産合計 17,949

資産合計 49,770 負債純資産合計 49,770

計算書類
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損益計算書

損益計算書（2022年10月1日から2023年9月30日まで） （単位：百万円）

科目 金額
営業収益 8,504
関係会社配当金 3,254
経営指導料 4,999
売上高 251
売上原価 433
売上総利益 8,070
販売費及び一般管理費 3,933
営業利益 4,136
営業外収益 322
受取利息 225
為替差益 75
その他 21
営業外費用 91
支払利息 68
支払手数料 10
その他 13
経常利益 4,367
特別利益 3,589
投資有価証券売却益 3,349
関係会社株式売却益 215
関係会社損失引当金戻入益 24
特別損失 2,239
固定資産除却損 0
投資有価証券評価損 62
関係会社株式評価損 216
子会社整理損 49
関係会社貸倒引当金繰入額 1,810
損失補償金 100
税引前当期純利益 5,717
法人税、住民税及び事業税 994
法人税等調整額 129
当期純利益 4,593
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2022年10月1日から2023年9月30日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益剰余金
当期首残高 3,087 7,655 57 7,712 17 6,647 6,664
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △797 △797
剰余金の配当（中間配当） △86 △86
当期純利益 4,593 4,593
自己株式の取得
自己株式の処分 2 2

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計 － － 2 2 － 3,709 3,709
当期末残高 3,087 7,655 60 7,715 17 10,356 10,374

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △2,346 15,119 742 742 15,861
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △797 △797
剰余金の配当（中間配当） △86 △86
当期純利益 4,593 4,593
自己株式の取得 △1,269 △1,269 △1,269
自己株式の処分 35 38 38

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） △389 △389 △389

事業年度中の変動額合計 △1,234 2,478 △389 △389 2,088
当期末残高 △3,580 17,597 352 352 17,949
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年11月13日

シミックホールディングス株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 須山　誠一郎業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 清水　幹雄業 務 執 行 社 員

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、シミックホールディングス株式会社の2022年10月1日から2023年9月30
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シミックホール
ディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年11月13日

シミックホールディングス株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 須山　誠一郎業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 清水　幹雄業 務 執 行 社 員

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、シミックホールディングス株式会社の2022年10月1日から2023年
9月30日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 55 －
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2022年10月1日から2023年9月30日までの第39期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し

た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締

役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部、その他の

使用人等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を

調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社及びそ

の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定め

る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役

及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし

た。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ

とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告

－ 56 －
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記

載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年11月13日

シミックホールディングス株式会社　監査役会

常勤監査役 戸 邊 隆 則 ㊞
社外監査役 畑 　 　 敬 ㊞
社外監査役 渡 邉 秀 俊 ㊞
社外監査役 箱 田 英 子 ㊞

　

以　上

－ 57 －
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私たちの決意

企業理念

私たちの決意

WELLBEING 
その瞬間を生ききる

Change 
常識に安住せず変革する

Challenge 
新たな視点で可能性を切り拓く

Communication 
人や社会へ積極的に働きかける

シミックは、画期的なソリューションを通して 

ヘルスケアに新たな価値を創造し、

必要とされる医療やケアシステムを

1日でも早く届けます

世界中の誰もがより健康で

その人らしい生活を送るため、

ヘルスケアの革新に貢献します

W&3C
バリュー

ビジョン

ミッション

一度しかない人生を、年齢や性別、
人種に関わらず、誰もがその人らしくまっとうしていくために、

ヘルスケア分野に革新をもたらすことを、
シミックグループの志とする。

まばゆい成長力を開花させる幼年でも、
人生を成熟させていく老年でも、今この瞬間を生きようとする願いは、
どれも等しく尊い。そのすべてをひとつたりとも見過ごすことなく、

正面から受けとめていきたい。
そのために私たちは、いついかなるときも
より良い未来を求める挑戦者でいたい。

そして、自己を変革し、新たな視点を獲得することで、
自らのゆるぎない情熱を価値に変えて、
人や社会に提供し続けていく。
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地図

会場

東京都港区浜松町二丁目3番1号
浜松町コンベンションホール　メインホール
（日本生命浜松町クレアタワー　5階）
03－6432－4075

交通
都営地下鉄大江戸線・浅草線「大門」駅　B5出口直結
JR山手線・京浜東北線、東京モノレール「浜松町」駅　北口　徒歩2分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

北口

南口

B5出口直結

浜松町コンベンションホール
（日本生命浜松町クレアタワー5階）

旧芝離宮
恩賜庭園

大門
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ル

世界貿易
センタービル南館

浜崎橋
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工事中

都営大江戸線
文化
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至
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交番

世界貿易
センタービル前
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※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。


